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新潟県公共職業訓練事業「委託訓練（短期課程）」業務 

プロポーザル参加資格審査申請書記載要領 

 

 申請にあたってはこの記載要領により、記載漏れのないよう留意のうえ必要書類を添付し、

期限までに提出すること。 

 

 申請に必要な添付書類  

 プロポーザル参加資格審査申請書には、下記の書類を添付すること。なお、綴り順は次の

番号順とする。 

１ プロポーザル参加資格審査申請書（別紙１） 

２ 訓練実施体制について（別紙２） 

  必要に応じて根拠資料の写し 

３ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（３か月以内に発行されたものに限る。） 

４ 納税証明書（未納のないことの証明用：３か月以内に発行されたものに限る。） 

証明書類名 発行所 県内業者 県外業者 

消費税及び地方消費税の納税証明書 税務署 ○ ○ 

新潟県の県税納税証明書 地域振興局県税部 ○  

法人税の納税証明書 税務署  ○ 

（注意）① 上記の証明書は写しでも差し支えないが鮮明であるものに限る。 

    ② 非課税業者の場合は、納税証明に該当する納税がない旨を申告する文書（任

意様式）を作成してください。 

    ③ 県内業者・県外業者 

    ・県内業者とは、新潟県内に主たる事務所等(本社、本店)を有する者をいう。 

    ・県外業者とは、新潟県内に主たる事務所等(本社、本店)を有しない者をいう。 

５ 委任状（別紙３） 

  申請者と訓練実施に係る契約者・訓練委託費の請求者等が異なる場合のみ添付すること。 

６ 暴力団等の排除に関する誓約書（別紙４） 

  提出がない場合は契約を締結できません。 

 

 申請書作成にあたって  

１ 申請書の提出期限 令和７年 11月 28日(金) 午後５時 15分（必着） 

  申請書の提出方法は、持参、郵送、電子メールとすること。 

 ※ 郵送の場合は書留郵便に限る。（当日消印有効） 

 ※ 押印が必要な書類は、電子メール不可。 

 ※ 申請に必要な添付書類の３及び４の証明書は、電子メール可とする。 
 

２ 申請書作成にあたっての全般的注意事項 

 (1) 資格要件 

   次の掲げる条件を全て満たすものであること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者 

であること。 

別添１ 
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  イ 新潟県内に本社、支社等の事業所を有する個人・法人であること。 

  ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続き開始の 

申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続 

き開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の 

申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっ 

ても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を 

除く。）であること。 

  エ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算

の開始または破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基

づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（新潟県暴力団排除条例第 6 条

に定める暴力団、暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有す

る者でないこと。） 

  カ 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者である

こと。 

  キ 審査基準日（審査基準日とは、令和７年 11月１日をいう。以下、同じ）において、

引き続き 1年以上事業を営んでおり、職業訓練及び就職支援が運営できる組織体制、

職員数、且つ必要となる教室設備等を備えており、これらを適切に実施できること。 

  ク 本事業及び他の要領に基づく委託訓練や求職者支援訓練において、不正行為によ

り受託機会を与えない措置を講じられた事業所でないこと。 

 (2) 各様式への押印は代表者印で差し支えないこと。 

   今後提出する資料には全て同一の印鑑を使用すること。 

 (3) 訂正箇所には、訂正印を押印すること。 

 (4) 営業所、支社、支店等(以下「営業所等」という)を含む全体の状況について記載する

こと。 

 (5) 各欄内に書き切れない場合は、必要に応じて別紙に記載して添付すること。 

 

３ プロポーザル参加資格審査申請書（別紙１）の記載について 

 (1) 「商号又は名称」欄 

   会社名又は屋号等を記載すること。（支社、支店は法人登記のあるものに限る。） 

 (2) 「氏名（代表者氏名）」欄 

   個人にあっては経営者の氏名、法人にあっては代表者の役職及び氏名を記載すること。 

 (3) 「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」欄 

    市外局番も記載すること。 

 (4) 営業沿革の「創業後の沿革」欄 

   委託訓練に関わる組織の変更、合併、分割、営業の休止、営業の再開又は商号もしく

は名称の変更を記載すること。 

 (5) 「売上高」欄 

   審査基準日の直近２期 (「前期決算売上高」)及びその前年度(「前々期決算売上高」)

について記載すること。 
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 (6) 「訓練を実施する機関」欄 

  ア 申請者と訓練実施に係る契約者・訓練委託費の請求者等が異なる場合は、委任状（別

紙３）に記載のうえ提出すること。 

  イ 複数の施設で訓練を実施する場合についても記載をすること。 

  ウ 記載が必要な場合の例 

    申請者…学校法人Ａ、訓練実施機関…Ｂ専門学校で、契約をＢ専門学校長が行う 

  エ 職員数は、役員を含めた人数とし審査基準日現在の人数を記載すること。 

 (7) 公共職業訓練契約実績 

   審査基準日の会計年度及びその前年度(令和６年度及び令和５年度)における公共職

業訓練の契約について記載すること。 

 

４ 訓練実施体制について（別紙２）の記載について 

 (1) 訓練実施機関について 

   訓練実施機関が複数ある場合は、実施機関ごとに作成すること。 

 (2) 実施可能訓練分野について 

   介護系の訓練の受託要件は次のとおり。 

  ア 介護職員初任者研修 

    「新潟県介護員養成研修事業者」及び「新潟県介護員養成研修事業」指定を受け 

ること。 

    遅くても訓練開始予定日の３か月前までに研修事業指定申請（研修事業者指定申 

請は４か月前）すること。 

    決定通知書の写しを提出しない限り委託契約は締結しない。 

    委託契約を締結しない限り、年間コース一覧も含め広報は委託先名を明記せず、

開講予定扱いとする。 

  イ 介護職員実務者研修 

    「介護福祉士実務者養成施設等」の指定を受けた施設であること。 

 (3) 託児サービス付加への対応について 

   訓練受講者に未就学児の託児希望があった場合に対応するもの。 

  ア 訓練委託料に加え託児委託料を訓練修了後に県が支払う。 

    託児委託料は、託児サービス機関における一般の利用者の利用単価と同額（委託 

先機関自らが訓練生のみに対して託児サービスを提供する場合は個々の積み上げに 

よる実費）であること。 

  イ 訓練定員と託児サービス定員は同数である必要はない。 

  ウ 安全に保育可能な施設（保育所、認可外保育施設、一時預かり事業を行う施設）

であること。なお、実施の可否について保育施設等に確認をしておくこと。 

  エ 他社に委託して託児サービスを提供する場合、施設外託児サービスの場所は訓練 

実施場所から通所可能な距離であること。複数ある場合は、最も近い施設を記入す 

ること。 
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  ※ 託児施設が複数ある場合については、企画提案募集時に託児施設ごとに様式を提 

出すること。 

 (4) 指導体制について 

   申請者と直接雇用関係（就業形態は不問）にあり、受託した場合に職業訓練の業務 

に携わる者であること。 

  ※ 指導員数は、訓練内容が実技のものにあっては、訓練生数定員 15人当たり１人を 

基準とし、配置できない場合は受託できない。ただし、学科指導に関しては訓練生 

数定員 30人当たり１人を可とする。 

 (5) 就職支援責任者及び就職支援担当者の配置について 

   委託訓練実施機関の就職支援機能を強化し、訓練生全員を就職させるため、就職支 

援担当者を配置するとともに、その中から１名の就職支援責任者の選任を必須とす 

る。なお、就職支援責任者を配置できない場合は、受託することができない。 

 

  【就職支援責任者の業務内容】 

  ア 受講者に対する就職支援を企画、立案すること。 

  イ 受講者に対するキャリアコンサルティング、ジョブ・カードの作成及びジョブ･ 

カードを活用した職業相談及び安定所その他職業紹介機関から提供された求人情報 

の提供等の就職支援を適切に実施すること。 

  ウ テクノスクール、公共職業安定所等の関係機関及び訓練修了生の就職先候補とな 

る事業主、事業主団体等と連携し、求人情報等を確保し、訓練修了者に情報提供を 

行うこと。 

  エ 訓練修了者及び就職を理由として中途退校した者の就職状況を把握、管理すると 

ともに、テクノスクールに報告すること。 

  オ 就職支援責任者は訓練実施日数のうち 50％以上の日数を当該訓練実施施設にて

業務を行うこと。 

 (6) キャリアコンサルティング実施体制について 

   申請者と直接雇用関係（就業形態は不問）にあり、受託した場合に職業訓練の業務 

に携わる者であることが望ましい。これによりがたい場合はその実施方法を記入する 

こと。 

  ア キャリアコンサルタント 

    職業能力開発促進法第 30条の３に規定するキャリアコンサルタントであるこ

と。 

  イ キャリアコンサルティング技能士（１級又は２級） 

  ウ 職業訓練指導員 

    職業能力開発促進法第 28条に規定する職業訓練指導員免許を保有する者及び職 

業能力開発促進法第 30条の２に該当するものであること。 

 (7) 訓練実施施設について 

  ア 教室面積は訓練生１人あたり 1.65㎡以上（指導者が指導に使用する部分や機材等 

の配置部分を除く）確保すること。なお、訓練生の配置については概ね１ｍ以上確 

保すること。 
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  イ 就職相談室は、プライバシーに配慮した状態であること。 

  ウ 厚生労働省が示す「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン（令和元年 

７月１日基発 0701第１号）」を遵守していること。 

  エ トイレは、男女別に設置してあること。 

  オ パソコン室には、教師用ＰＣの画面を受講者に表示するプロジェクター等のシス 

テムを備えていること。 

  カ ソフトウェアについては、使用許諾契約に基づき適正に使用できるものであるこ 

と。 

 (8) その他 

   本申請書にある人員以外に、訓練総責任者、教務処理担当者等の配置(兼務可)が必 

要であり、企画提案時にはその体制についても提出を求めるものである。 

 

 審査について  

 １ 審査について 

   申請書類に基づいて行い、申請先のテクノスクール校長が承認・不承認を決定す 

る。 

 ２ 不承認事項 

  (1) 前述の全般的注意事項に掲げた資格要件を満たさない者 

  (2) 申請に必要な書類が不足するなどにより審査ができない場合 

  (3) 「訓練実施体制について（別紙２）」の４、５、６に関して、 

   ア 職業訓練指導員又は職業訓練指導員に準ずる職員を配置できない場合 

   イ 就職支援責任者を配置できない場合 

   ウ キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士、職業訓練指導員 

のいずれかを配置できない場合 
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 問い合わせ及び提出先  

 職業訓練の実施地域を管轄するテクノスクールへ提出すること。複数のテクノスクールと

なる場合は、それぞれに申請に必要な書類を作成し提出※すること。 

 ※ 新潟市に事業所があり、新潟市と上越市で訓練を実施したい場合 

  → 新潟テクノスクール、上越テクノスクールの２校へそれぞれ提出 

 

管轄するテクノスクール 
職業訓練の実施地域及び 

ｅラーニングコース区分 

新潟テクノスクール 開発援助課 

 〒950-0915 新潟市中央区鐙西 1丁目 11-2 

 Tel 025-247-7397 Fax 025-247-7363 

Mail ngt055010@pref.niigata.lg.jp 

【実施地域】 

村上市、胎内市、新発田市、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、佐渡市、関川村、 

粟島浦村、聖籠町、阿賀町 

【ｅラーニングコース】 

ＩＴ活用事務養成科（事務系） 

上越テクノスクール 訓練課 

 〒943-0171 上越市大字藤野新田 333-2 

 Tel 025-545-2190(代表) Fax 025-545-2193 

 Mail ngt055020@pref.niigata.lg.jp 

【実施地域】 

柏崎市、上越市、妙高市、糸魚川市、 

刈羽村、出雲崎町 

【ｅラーニングコース】 

Webデザイン・プログラミング科（デジタ

ル系） 

三条テクノスクール 訓練課 

 〒955-0024 三条市柳沢 353-2 

 Tel 0256-38-3464 Fax 0256-38-8220 

 Mail ngt055040@pref.niigata.lg.jp 

【実施地域】 

三条市、燕市、加茂市、見附市、長岡市、

弥彦村、田上町 

【ｅラーニングコース】 

Java・Python プログラミング科（デジタ

ル系） 

その他（提案型）コース 

魚沼テクノスクール 訓練課 

 〒949-7413 魚沼市堀之内 3335-1 

 Tel 025-794-2410(代表) Fax 025-794-2411 

 Mail ngt055060@pref.niigata.lg.jp 

小千谷市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、

津南町、湯沢町 

 


